
号

外

一�
平

成
二
十
六
年

四

月
十
六
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

告

示

○
岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
処
理
手
続
要
領
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

二

規

則

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢(

以
下｢

協
定｣

と
い
う
。)｣

を｢

、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成

さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
そ
の
他
の
国
際
約

束｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

も
の｣

を

｢

者｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中

｢

更
新
手
続｣

の
下
に

｢

並
び
に
当
該
資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

第
一
項｣

に
、｢

の
資
格
を
審
査
し

た｣
を｢

に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た｣

に
改
め
、｢

有
す
る｣

の
下
に｢

と
認
め
た｣

を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め
た

者
に
対
し
て
通
知
を
す
る
と
き
は
、
当
該
資
格
が
な
い
と
認
め
た
理
由
を
付
し
て
、
書
面
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中｢

二
十
四
日
前｣

を｢

二
十
四
日
前
。
た
だ
し
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
、
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成
二
十
六
年
四
月
十
六
日



当
該
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
記
載
し
た
場
合

に
限
る
。｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

第
七
条｣

を｢

第
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

二
十
四
日
前｣

を｢

二
十
四
日
前
。
た
だ
し
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
、
当
該
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約

に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
記
載
し
た
場
合
に
限
る
。｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

第
七
条｣
を｢

第
七
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
号
中｢

第
七
条｣

を｢

第
七
条
第
一
項｣

に
、｢

第
六
条
第
五
号｣

を｢

第
六
条
第
六

号｣

に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
契
約
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項

第
十
一
条
第
二
項
第
七
号
中｢

第
七
条｣
を｢
第
七
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す

る
協
定(

以
下｢

協
定｣

と
い
う
。)｣

を｢

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の

特
例
を
定
め
る
政
令(

平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
千
九
百
九
十
四
年
四

月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
そ
の
他
の
国
際
約
束｣

に
、｢

協
定

に｣

を｢

国
際
約
束
に｣

に
改
め
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

(

議
事
録)

第
八
条

委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

岐
阜
県
政
府
調
達
苦
情
処
理
手
続
要
領
に
関
す
る
告
示(

平
成
八
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
一
中｢

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定｣

を｢

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令(

平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
千
九
百
九
十
四
年

四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定｣

に
改
め
、｢

と
い
う
。)｣

の
下

に｢

、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る

議
定
書(

以
下｢

改
正
協
定｣

と
い
う
。)

そ
の
他
の
国
際
約
束(

以
下｢

協
定
等｣

と
い
う
。)｣

を

加
え
る
。

第
二
第
一
項
中｢

協
定｣

を｢

協
定
等｣

に
、｢

役
務｣

を｢

特
定
役
務｣

に
改
め
、
第
二
中
第
七

項
を
第
八
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

三

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
書
に
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
苦
情
の
申
立
て
を
し
た
者

(
以
下｢

苦
情
申
立
人｣

と
い
う
。)

に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
第
一
項
中｢
及
び｣

を｢

、
及
び｣

に
、｢

第
二
第
七
項
に
規
定
す
る｣

を｢

第
二
第
八
項
の｣

に
改
め
、
同
第
二
項
中｢

第
二
十
三
条｣

の
下
に｢

又
は
改
正
協
定
第
三
条｣

を
加
え
、｢

協
定
の｣

を｢

協
定
等
の｣

に
改
め
る
。
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第
四
第
一
項
中｢

七
作
業
日｣

を｢

十
作
業
日｣

に
改
め
、
同
第
二
項
中｢

苦
情
の
申
立
て
を
し
た

者(
以
下｢

苦
情
申
立
人｣

と
い
う
。)｣

を｢

苦
情
申
立
人｣

に
改
め
る
。

第
五
第
三
号
中｢

協
定｣

を｢

協
定
等｣

に
改
め
る
。

第
六
中｢
調
達
手
続
の
停
止｣

を｢

契
約
の
締
結
又
は
履
行
の
停
止｣

に
改
め
、
同
第
一
項
及
び
第

二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

委
員
会
は
、
契
約
締
結
に
至
る
前
の
段
階
で
の
苦
情
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
関
係
調
達
機
関
に

対
し
、
苦
情
処
理
に
係
る
期
間
内
に
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
な
い
旨
の
要
請
を
、
当
該
申
立
て
後

十
二
作
業
日
以
内
に
速
や
か
に
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

二

委
員
会
は
、
契
約
締
結
後
十
日
以
内
に
行
わ
れ
た
苦
情
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
関
係
調
達
機
関

に
対
し
、
苦
情
処
理
に
係
る
期
間
内
は
契
約
の
履
行
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
要
請
を
、
速
や

か
に
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
第
三
項
中｢
前
二
項｣

を｢

第
一
項
又
は
第
二
項｣

に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中｢

た
だ
し｣

を｢

こ
の
場
合
に
お
い
て｣

に
、｢

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い｣

を

｢

た
め
、
関
係
調
達
機
関
と
し
て
委
員
会
の
要
請
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち

に
、
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
委
員
会
に
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
項
を
同

第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三

委
員
会
は
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
な
い
旨
又

は
契
約
の
履
行
を
停
止
す
べ
き
旨
の
要
請
を
関
係
調
達
機
関
に
対
し
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
直
ち
に
苦
情
申
立
人
及
び
関
係
調
達
機
関
に
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五

委
員
会
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
同
項
後
段
の
書
面
を

苦
情
申
立
人
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
理
由
が
認
め
る
に
足
り
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
、

そ
の
結
果
を
直
ち
に
苦
情
申
立
人
及
び
関
係
調
達
機
関
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
第
二
項
中｢

供
給
者
の
営
業
上
の
秘
密
に
関
す
る
情
報｣

を｢

調
達
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者

の
営
業
上
の
秘
密
、
製
造
過
程
、
知
的
財
産
そ
の
他
当
該
者
が
提
出
し
た
商
業
上
の
秘
密
情
報｣

に
改

め
る
。

第
九
第
五
項
中｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
、｢

公
開
す
る
よ
う｣

を｢

公
開
で
行
う
こ
と
又
は

証
人
の
出
席
を｣

に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
求
め
に
応
ず
る
も
の
と
し
、
意
見
若

し
く
は
報
告
の
陳
述
又
は
証
人
の
出
席
に
当
た
っ
て
は
、
苦
情
申
立
人
等
、
関
係
調
達
機
関
そ
の

他
の
調
達
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
営
業
上
の
秘
密
、
製
造
過
程
、
知
的
財
産
そ
の
他
当
該
者

に
関
す
る
商
業
上
の
秘
密
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
第
六
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
が
傍
聴
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
判
断
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
第
一
項
中｢

協
定｣

を｢

協
定
等｣

に
改
め
、
同
第
二
項
中｢

あ
た
っ
て｣

を｢

当
た
っ
て｣

に
、｢

事
項
等｣

を｢

事
項
そ
の
他
の
当
該
調
達
に
関
す
る
状
況｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

協
定｣

を｢

協
定
等｣

に
改
め
、
第
十
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五

項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

四

委
員
会
は
、
委
員
が
少
数
意
見
の
公
表
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
少
数
意
見
を
検
討
結
果
報
告

書
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
第
二
項
中｢

決
定
し
、｣

の
下
に｢

そ
の
結
果
及
び
理
由
を｣

を
加
え
る
。

第
十
四
を
第
十
五
と
し
、
第
十
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四

調
達
に
係
る
文
書
の
保
存

調
達
機
関
は
、
苦
情
の
処
理
手
続
に
資
す
る
た
め
、
協
定
等
の
対
象
と
な
る
調
達
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
調
達
に
係
る
契
約
の
日
か
ら
三
年
間(

公
共
事
業
並
び
に
電
気
通
信
機
器
及
び
医
療
技

術
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
に
あ
っ
て
は
、
五
年
間)

、
当
該
調
達
に
係
る
文
書(

電

子
的
手
段
に
よ
る
当
該
調
達
の
実
施
に
関
す
る
履
歴
を
適
切
に
確
認
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
を
含
む
。)

を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成26年４月16日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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